
合併に当たり、新市の都市計画の根幹をなすマスタープランを新市移行後に新たに策定するこ

ととした。

策定に当たっては、新市の総合計画や愛媛県の定める都市計画区域マスタープランに基づくと

ともに、当時進めていた線引き廃止や土地の利用規制見直しを反映した。

１　線引き廃止と土地の利用規制

愛媛県が定めていた東予広域都市計画区域＊１における市街化区域と市街化調整区域の区域区

分（線引き）について、本市では、市街化区域と市街化調整区域の土地価格差が拡大し、市街化

区域での宅地取得が難しくなっていた。また、市街化調整区域の土地利用規制が厳しいため住宅

の建設が難しくなり、区域内の集落の過疎化・高齢化が進み、集落コミュニティの存続が危ぶま

れるなどの課題に直面していた。

これらの課題に対応するため、2002（平成14）年７月に東予２市２町の首長が「都市計画法に

よる現行線引き制度の抜本的見直し」について県知事に要望を提出した。また、2003（平成15）

年６月には新居浜市を含む３市２町の首長が線引き廃止について知事に要望を提出した。

この要望が認められ、2004（平成16）年５月に旧西条市、旧東予市、旧丹原町、旧小松町及び

新居浜市エリアの線引きが廃止された。

なお、線引き廃止後も、以前の市街化区域に設けていた工業・商業・住居などの用途地域はそ

のまま存続させている。また、以前の市街化調整区域について、特定用途制限地域（農用地区

域、保安林、第１種農地を除く）として３地区（産業居住地区、幹線道路沿線地区、田園居住地

区）を指定し、一定の土地利用規制を行いながら土地利用の活性化を図っている。

また、線引き廃止を受けて次の２点について、変更や見直しを行っている。

①西条市特別用途地区の変更（大規模集客施設制限地区の指定）

　　中心市街地における都市機能の集積や適切な立地誘導を図るため、2007（平成19）年12月

　　　25日から、本市内の準工業地域における大規模集客施設（床面積１万㎡超）の立地規制を

　　　行った。

　　これは、準工業地域に大規模集客施設が立地した場合、中心市街地の活性化への影響が大

　　　きいと考えられ、西条市中心市街地活性化基本計画（平成20年７月９日認定）の認定に当

　　　たり、準工業地域における大規模集客施設の立地の制限を行うことが条件であったことに

　　　よる。
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　　【面積】約172ha

②都市計画区域の見直し

　　東予広域都市計画区域は、市町村合併により新居浜市と本市の２市に集約され、2004（平

　　　成16）年５月に区域区分（線引き）が廃止されたことから、2009（平成21）年１月に西条

　　　都市計画区域と新居浜都市計画区域に分割された。なお、分割に当たり区域の拡大・縮小

　　　は行っていない。

　　【都市計画区域面積】17,753ha

　　【都市計画区域人口】111,200人（平成17年国勢調査）

２　西条市都市計画マスタープラン

本プランは、都市計画法第18条の２に基づき、総合計画などを踏まえて、将来の土地利用、道

路、公園整備など、本市の都市計画に関する基本的な方針を定めたものである。都市環境や市街

地の整備など、個々の都市計画相互の調整を図るとともに、個々の土地利用規制や各種事業の都

市計画決定・変更の指針となるもので、おおむね20年後の本市の姿を展望し、2009（平成21）年

３月に2029（令和11）年を目標年次として策定した。本市が約509km²（当時）という広大な行政

区域を有し、旧２市２町に従来の市街地が形成されていることなどを勘案して定めた。計画の対

象範囲は本市の都市計画区域だが、必要に応じて対象区域を本市全域とし、周辺市町との関係も

考慮してプランを実施していくこととしている。

本プランにおける「将来都市構造の方向性」は次の３点である。

①　中心部の拠点性の強化

②　地域の拠点性の確保・強化

③　中心部と地域の連携強化

この方向性を踏まえて、西条地域の中心市街地を都市拠点とし、旧東予・丹原・小松総合支所

周辺の市街地を地域拠点と位置付け、それらの拠点間を公共交通機関や道路網で結ぶことによ

り、連携強化を図った都市構造を持つ「拠点連結型都市構造」を目指していくこととした。

本プランでは、全体構想として土地利用や市街地整備、都市施設整備、環境形成、都市景観形

成、都市防災、住宅整備など都市づくりの各方針を定めるとともに、地域別構想として市内を西

条・東予・丹原・小松の４つの地域に区分し、さらに、西条地域は東部、中央部、西部、東予地

域は東予東、東予西、河北の各３地区に細分するなどして、地域の特性を活かしたまちづくりの

指針を定めている。

第９編　都市基盤 第１章　都市整備

— ５４０ —



マスタープランの都市的土地利用は図表９-１-１、自然的土地利用は図表９-１-２、将来都市

構造図は図表９-１-３、地域・地区区分図は図表９-１-４のとおりである。

図表９-１-１　都市的土地利用

図表９-１-２　自然的土地利用
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資料：都市計画課（西条市都市計画マスタープランから作成）

資料：都市計画課（西条市都市計画マスタープランから作成）

図表９-１-３　将来都市構造図

図表９-１-４　地域・地区区分図

３　西条市立地適正化計画

全国的に人口減少・少子高齢化が進み、居住利便性の低下が危惧されていることを背景とし

て、都市再生特別措置法が2014（平成26）年に改正され、持続的なまちづくりを目指す立地適正

化計画を策定することが可能となった。
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［居住誘導区域及び都市機能誘導区域の位置］

資料：都市計画課（西条市立地適正化計画）

これを受け、本市は、市内の拠点性や都市機能の利便性を高め、住みよい居住地形成を実現す

ることを目的として、西条市都市計画マスタープランの理念や考え方を踏まえた上で、2017（平

成29）年２月に西条市立地適正化計画（計画期間：平成28～令和12年度）を策定した。

商業、医療等の機能や人をゆるやかに誘導し、各区域の利便性を向上させることによって、そ

の周囲に広がる郊外住宅地の居住者の生活利便性も高め、「各拠点で歩いて暮らしながら、周辺

からも訪れやすいまち」を作っていくことを目的とした。本計画では、伊予西条駅周辺（西条）、

壬生川駅周辺（東予）、東予丹原ＩＣ周辺（東予・丹原）、伊予三芳駅周辺（三芳・国安）、丹

原総合支所周辺（丹原）、伊予小松駅周辺（小松・氷見）を、コンパクトシティ・プラス・ネッ

トワークの実現に向けた都市機能の維持・強化の要となる都市機能誘導区域として定めた。

本計画の公表（平成29年４月14日付け）に伴い、居住誘導区域外又は都市機能誘導区域外での

開発行為・建築等行為について、届出が必要になった。

居住誘導区域と都市機能誘導区域は図表９-１-５のとおりである。

図表９-１-５　居住誘導区域と都市機能誘導区域
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［【参考】都市機能誘導区域の考え方］

４　西条市景観計画

2004（平成16）年６月に制定された景観法に基づき、本市は2005（平成17）年10月に良好な景

観形成のために具体的な施策を実施する景観行政団体となった。これを受け、良好な景観の保

全・形成を図ることを目的として、2018（平成30）年３月に西条市景観計画を策定した。

本計画では、類型区分・景観軸・景観拠点ごとの景観形成方針を定めるとともに、建築物の形

態意匠や高さなど行為の制限となる景観形成基準を示している。本計画を基に、同年６月には、

景観形成重点地区の指定や景観審議会の設置、届出を要しない行為などを定めた西条市景観条例

を制定し、計画の推進を図っている。

土地利用による類型区分は図表９-１-６、景観軸と景観拠点は図表９-１-７のとおりである。
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類型区分

商業系景観
西条地域

西条地域

東予地域

東予地域

丹原地域

小松・氷見地域

三芳・国安地域

住居系景観

工業系景観

産業居住系景観

幹線道路沿線系景観

田園居住系景観

山林系景観

景観形成重点地区

商業系、住居系景観

地　域 用途地域等

商業地域、近隣商業地域

工業専用地域

近隣商業地域
第一種及び第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域、第一種及び第二種住居地域、準住居地域
小松・氷見地域については、小松町新屋敷地区、氷見乙地区の一部を含む
三芳・国安地域については三芳地区、国安地区の一部を含む

工業地域、準工業地域、産業居住地区

幹線道路沿線地区のうち、上記の類型区分に該当しない範囲

都市計画区域外

都市計画区域のうち、上記の類型区分に該当しない範囲
（主に田園居住地区）

策定次第追加する予定

第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域
第一種及び第二種住居地域、準住居地域

西条地域は朔日市地区、大町地区の一部を含む
東予地域は多賀地区、周布地区の一部を含む

類型区分

商業系景観
西条地域

西条地域

東予地域

東予地域

丹原地域

小松・氷見地域

三芳・国安地域

住居系景観

工業系景観

産業居住系景観

幹線道路沿線系景観

田園居住系景観

山林系景観

景観形成重点地区

商業系、住居系景観

地　域 用途地域等

商業地域、近隣商業地域

工業専用地域

近隣商業地域
第一種及び第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域、第一種及び第二種住居地域、準住居地域
小松・氷見地域については、小松町新屋敷地区、氷見乙地区の一部を含む
三芳・国安地域については三芳地区、国安地区の一部を含む

工業地域、準工業地域、産業居住地区

幹線道路沿線地区のうち、上記の類型区分に該当しない範囲

都市計画区域外

都市計画区域のうち、上記の類型区分に該当しない範囲
（主に田園居住地区）

策定次第追加する予定

第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域
第一種及び第二種住居地域、準住居地域

西条地域は朔日市地区、大町地区の一部を含む
東予地域は多賀地区、周布地区の一部を含む

図表９-１-６　土地利用による類型区分
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図表９-１-７　景観軸と景観拠点

都市計画街路は、合併時には市全域で27路線（計画延長100,404ｍ）あり、改良率は50.3％で

あった。2008（平成20）年３月に策定された愛媛県都市計画道路見直しガイドラインに基づき、

本市の全ての路線について将来交通量を推計し、必要性の検証・代替路の検証などを行った。そ

の結果を受けて、将来の交通需要に対応し、市が目指す将来の都市構造を実現するために、新た

な整備路線や既存の都市計画道路網の見直しを行い、2011（平成23）年度に西条市内道路網整備

計画を策定した。

楠浜北条線など計画路線の一部開通、古川玉津橋線や喜多川朔日市線の道路改良などを行うと

ともに、伊予西条駅と壬生川駅の自由通路２路線を新たに整備するほか、計画の見直しなども進

めた。現在の都市計画街路は29路線（計画延長99,070ｍ）で、改良率は66.57％となっている。

（楠浜北条線、古川玉津橋については、９編２章でも記述）
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都市計画街路の状況は図表９-１-８のとおりである。

１　喜多川朔日市線整備事業

２　西条駅前干拓地線改良事業

図表９-１-８　都市計画街路の状況

第９編　都市基盤 第１章　都市整備

— ５４７ —



*1　暫定供用、4車線のうち2車線供用の暫定供用区間を含む

本市は都市公園のほか児童公園、みんなの広場、ふれあい公園、子ども広場などの公園・緑地

を有している。

西条市都市計画マスタープランでは、本市の貴重な自然資源や公園緑地を活かしながら、都市

基幹公園・住区基幹公園を中心に整備を進めることとした。その後、計画的に公園や緑地の整備

などを進め、現在、本市が管理している公園・緑地の総数は217か所（都市公園も含む）となっ

ている。

都市公園については、合併時に市全域で41か所（総面積約80.67ha）であった。当時整備中だっ

た東予運動公園が2008（平成20）年に完成し、西条市民公園や小松中央公園の整備も進んだ。

2021（令和３）年には丹原中央公園、2022（令和４）年には西条東部公園の整備が完了した。さ

らに、市民の森や緩衝緑地を都市公園に編入し、現在、本市の都市公園は46か所（総面積

108.02ha）となっている。

合併後に整備した都市公園の詳細は次のとおりである。
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開設日

28

１　西条市屋内運動場「ビバ・スポルティアＳＡＩＪＯ」

市民スポーツの振興、2017年えひめ国体に向けた体制強化を図るとともに、本市の温暖な気候

や地域特性を生かしたスポーツ合宿誘致による交流人口の拡大を図り、地域の振興に資するため

に整備した。

２　丹原中央公園

３　西条東部公園

都市公園等管理個所数の推移は図表９-１-９、都市公園の状況（現況）は図表９-１-10のとお

りである。
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図表９-１-９　都市公園等管理個所数の推移

図表９-１-10　都市公園の状況（現況）
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急激な社会の変化に対応し、都市の機能や居住環境を向上させることを目的として、2002（平

成14）年に「都市再生特別措置法」が制定された。これにより、地域の特性を活かして市町村が

作成した「都市再生整備計画」に基づく事業に対して、国から交付金が支給される「まちづくり

交付金事業」が2004（平成16）年度からスタートした。この事業は、2010（平成22）年度から

は、交付の対象がより広く自由度の高い「社会資本整備総合交付金」に統合され、都市基盤整備

に関しては、同交付金の基幹事業である都市再生整備計画事業として位置付けられている。

本市ではこれらの交付金を活用し、各種都市基盤整備事業を実施している。

１　まちづくり基盤整備・中央地区

本事業はＪＲ伊予西条駅周辺の鉄道歴史パークｉｎＳＡＩＪＯや西条図書館の整備を中心に実

施した。2007（平成19）年11月に開設した鉄道歴史パークｉｎＳＡＩＪＯは、主に観光交流セン

ターと十河信二記念館、四国鉄道文化館で構成されている。

観光交流センターは本事業で、十河信二記念館は市単独事業で本市が整備し、四国鉄道文化館

は（公財）日本ナショナルトラストが整備している（管理運営は本市）（鉄道歴史パークの詳細

は、８編６章２節を参照）。

2004（平成16）年10月に西条市総合福祉センター（公募による愛称：もてこい元気館）をオー

プンしており、これら拠点施設の周辺には、中央緑地や新町緑地を整備し、併せて市街地の回遊

性の向上を図るため、道路の景観整備を行っている。

第９編　都市基盤 第１章　都市整備
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２　まちづくり基盤整備・第Ⅱ期中央地区

本事業はＪＲ伊予西条駅南側から西条市民公園、商店街につながるエリア及びその周辺の整備

を中心として実施した。ＪＲ伊予西条駅南側では、2012（平成24）年10月に駅裏となる駅の南側

から北側の駅入口へつなぐ市道伊予西条駅自由通路南北線（公募による愛称：ぽっぽ橋）を整備

した。

2014（平成26）年７月には当時新幹線の代替車両として開発されていたフリーゲージトレイン

をはじめ貴重な車両を展示する四国鉄道文化館南館を開設し、隣接する広場の整備を行った。

西条市民公園では老朽化した旧鷹丸体育館を解体し、市民参加によるワークショップの案をも

とに、公園全体の再整備を行った。また、旧児童館に展示していたＣ57形蒸気機関車を、公園の

再整備に併せて四国鉄道文化館南館に移設した。

商店街やその周辺などでは、当時進めていた中心市街地活性化基本計画（平成20年７月認定）

に基づき、商店街まちづくり事業に併せて、紺屋町商店街振興組合が行う整備事業を支援した。

さらに、旧西条図書館跡地に建設を進めていた五百亀記念館（平成25年８月開館）へのアクセス

向上を図るため、東町商店街アーケードを撤去し、歩行者専用道路の交通規制を解除（平成26年

３月から一般車両通行開始）するなど各所で整備を行った。

なお、ＪＲ伊予西条駅南側の整備に併せて国道11号へのアクセス道路となる清水町1号線の整

備を道路事業で行っている（平成29年９月開通）。

伊予西条駅自由通路南北線（ぽっぽ橋）

西条市民公園再整備事業

第９編　都市基盤 第１章　都市整備
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３　まちづくり基盤整備・壬生川地区

本事業は、本市の西の玄関口であるＪＲ壬生川駅周辺の整備を中心に実施したもので、食の創

造館がある駅東地区の商業拠点機能活性化と駅西地区の新規都市機能を集積することで、駅東西

一体となった地域の中心商業地形成を図ることを目的とした。

ＪＲ壬生川駅周辺では、2007（平成19）年４月に食の創造館がオープンしており、その利活用

を推進し、乗降客の利便性を向上させるためにも、駅裏となる駅の西側から東側の駅入口へつな

ぐ連絡道が必要であった。このため、2015（平成27）年３月に市道壬生川駅自由通路東西線（公

募による愛称：ぽんぽこ橋）を開設し、これにつながる周辺道路の整備、駅西広場の整備など

を行った。

なお、駅西広場整備計画に当たっては、地元の東予高校生とのワークショップ「Ｐｒｏｊｅｃ

ｔＹ36」を開催し整備方針を決定した。

４　丹原地区市街地基盤整備

本事業は、丹原総合支所周辺の道路整備を中心に実施した。丹原町市街地の幹線道路である市

道今井周布線の商店街について、歩行者優先の道路整備を行うため、２車線から１車線に変更

し、歩行者空間を確保するための整備を行い、主に歩行者や自転車の安全確保対策や照明施設整

備、案内板、情報板の設置、小広場の整備などを行った。

５　小松地区市街地基盤整備

本事業は、小松総合支所の整備や周辺の道路整備を中心に実施した。市街地の幹線道路、市道

中央線など、商店街について、主に歩行者や自転車の安全確保対策、照明施設整備、案内板、情

報板の設置などを行った。

６　まちづくり基盤整備・第Ⅲ期中央地区

本事業は、本市が整備を進めてきた都市計画道路喜多川朔日市線に接する中心市街地のエリア

において、民間事業者「糸プロジェクト」が、住宅団地や商業地など市街地への居住性や回遊性

を高める開発に取り組んでいることを受けて、官民連携を図りながら都市機能の維持・強化の要

となる拠点整備を進めたものである。

第９編　都市基盤 第１章　都市整備
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同プロジェクトが実施する市民緑地などの整備を支援し、御舟川親水空間の整備（緑道整

備）、中心市街地の居住性や回遊性の向上に資する交通ネットワークとしての喜多川朔日市線の

整備・延伸などを実施した。

７　市単独事業

(1) 伊予西条駅バリアフリー化事業

2017愛媛国体・全国障がい者スポーツ大会の受入体制整備のため、ＪＲ四国が行うエレベー

ターの新設、多機能トイレ、点状ブロックなど誘導案内設備の整備などを補助した。

(2) 伊予三芳駅トイレ整備事業

ＪＲ伊予三芳駅の駅舎改築に併せ、トイレの新築整備などを実施した。

１　土地開発公社

必要な公有地となるべき土地等の取得や造成その他の管理等を行うため設立する土地開発公社

については、合併以前は西条市土地開発公社、東予市土地開発公社、周桑土地開発公社が設立さ

れていたが、合併までに東予市土地開発公社、周桑土地開発公社が解散し、西条市土地開発公社

が所有する財産を引き継いだ。

２　ハーモニーハイツ三芳

ハーモニーハイツ三芳は東予市土地開発公社が三芳地区において開発し、管理を行っていた造

成土地である。合併後は西条市土地開発公社が引き継いで、Ⅱ工区８区画の管理、販売を行い、

2017（平成29）年11月に完売した。

・合併時に引き継いだ財産：ハーモニーハイツ三芳Ⅱ工区1,673㎡、８区画（全30区画）

第９編　都市基盤 第１章　都市整備
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本市では、自動車専用道路・国道・県道が周辺地域や市街地相互間の交流・連携の役割を担う

一方で、市道は主要基幹道路の補完、公共施設など市内の主要な施設へのアクセス、安全・安心

な生活の確保など多様な役割を果たしており、いずれも社会、経済活動の活性化のために不可欠

な社会基盤となっている。

このうち国道11号小松バイパス（小松町新屋敷－安井間7.5km予定）は、国道11号西条市バイ

パス及び主要地方道壬生川新居浜野田線と一体となり、国道11号の交通混雑の緩和及び交通安全

の確保を図るとともに、いよ小松ＩＣ・いよ小松北ＩＣから西条臨海工業用地や東予港までのア

クセスが向上することで、地元産業、経済の活性化を図ることを目的に整備を行っており、2008

（平成20）年３月までに小松町北川－妙口間2.0㎞で、2023（令和５）年９月に新屋敷0.4㎞でそ

れぞれ部分供用した。

１　道路整備

本市の市道については、合併や2006（平成18）年の東予有料道路の無料化等に伴って、自動車

交通流動が以前と比べて大きく変化してきたことから、市内の交通需要に対応するとともに、目

指すべき将来都市構造を実現するため策定した西条市内道路網整備計画により整備に取り組んで

いる。

現在の市道の状況は図表９-２-１のとおりである。図表９-２-２は2011（平成23）年度策定の

同整備計画図である。

図表９-２-１　市道状況

第９編　都市基盤 第２章　道路・橋りょう

第２章　道路・橋りょう

第１節　道路の状況

第２節　市道
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図表９-２-２　西条市内道路網整備計画図（平成23年度策定）

第９編　都市基盤 第２章　道路・橋りょう
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H24〜27年度

H24〜29年度

市道のうち、幹線道路などの道路網の骨格をなす路線については、国庫補助事業により整備を

進めている。

合併以降に国庫補助事業により整備を行った主な路線は、図表９-２-３のとおりである。

図表９-２-３　国庫補助事業による市道の整備状況

市単独事業による市道や生活道路の整備は、次の方針に基づき実施している。

第９編　都市基盤 第２章　道路・橋りょう

資料：西条市市単独道路改良実施要綱（平成 29 年４月１日施行）

①　改良する道路幅員は原則４メートル以上とする。なお、ガードレール等を設置する場合には、それ

　より外側は道路幅員に含めない。

②　市道を改良する場合は、市が用地を買い上げた上で工事を行うものとする。ただし、後退道路用地

　については買い上げないものとし、無償で市へ寄付するものとする。

③　生活道路及びその他道路を改良する場合は、用地はすべて無償で市へ寄付した上で工事を行うもの

　とする。

④　市道、生活道路及びその他道路を改良する場合は、支障となる物件については市が補償を行った上

　で工事を行うものとする。ただし、家屋の補償に関しては原則、切り取り補償とする。

⑤　市道、生活道路及びその他道路の改良に係る測量設計はすべて市が行うものとする。

⑥　市道、生活道路及びその他道路の改良に係る分筆登記手続きは、すべて市が行うものとする。
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２　道路維持管理

高度経済成長期に建設された道路施設の老朽化に伴う維持管理費は増加の一途にあり、従来は

対症療法的な修繕であったが、予防的な修繕や長寿命化を行うなど、道路施設の効率的、効果的

な維持管理が必要となっていることから、2013（平成25）年に国がインフラ長寿命化基本計画を

発表した。

本市においても2016（平成28）年度に西条市公共施設等総合管理計画を策定し、道路を含むイ

ンフラ施設については、次のような個別施設の長寿命化計画を定めている。

・西条市トンネル長寿命化修繕計画（平成25～令和２年度）　2016（平成28）年３月策定

　※2023（令和５）年度（第２回更新）

・西条市橋梁長寿命化修繕計画（平成23～令和２年度）　2010（平成22）年３月策定

　※2021（令和３）年度（第２回更新）

・西条市道路構造物長寿命化修繕計画（平成26～令和２年度）

・西条市道路附属物長寿命化修繕計画（平成26～令和２年度）

・西条市舗装長寿命化修繕計画（平成29～令和８年度）

道路維持費の推移は図表９-２-４のとおりである。

図表９-２-４　道路維持費の推移

１　橋りょう長寿命化

本市が管理する市道橋は、2024（令和６）年４月末現在で横断歩道橋２橋を含めて894橋である。

2007（平成19）年４月に長寿命化修繕計画策定事業費補助制度が創設され、2008（平成20）年

度から翌年度にかけて市内全橋梁について点検を実施し、その結果を基に、学識経験者のメン

バーによる「西条市橋梁長寿命化修繕計画策定委員会」において議論を重ね、2010（平成22）年

３月に橋梁長寿命化修繕計画を策定した。

2012（平成24）年12月に中央自動車道笹子トンネルでの天井板崩落事故が発生し、これを契機

に老朽インフラへの関心が高まり、国土交通省では2013（平成25）年を「社会資本メンテナンス

第９編　都市基盤 第２章　道路・橋りょう

第３節　橋りょう
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元年」と位置付け、道路法の改正により2014（平成26）年度から道路管理者による「５年に１

回、近接目視による定期点検」を義務付けており、本市においても定期的な点検を行っている。

現在、点検を行った894橋のうち、コンクリート橋が全体の90％を占めており、老朽橋の目安

とされる建設後50年を経過した橋梁は、2020（令和２）年度末で30％程度であるが、20年後には

80％となり、急速に老朽橋が増大する。このため、道路メンテナンス事業補助制度等を活用しな

がら、集約化・撤去も視野に入れるとともに、計画的な補修を行い、安全性の確保とコスト縮減

を図っていくこととしている。

また、橋りょうなど社会インフラの集約化を検討する中で、法定外の高速道路をまたぐ跨道橋

についても、2024（令和６）年４月から一部地域で看板を設置し、地元での利用実態を把握して

いる。その情報を基に地元と合意形成を図り、今後、廃止や撤去も含め適切な維持管理を検討し

ていくこととしている。

２　橋りょう耐震化

本市では、臨海埋め立て地域の工業地帯や地下水の高い市街地において、南海トラフ巨大地

震、あるいは東南海・南海地震によって発生する「液状化現象」が、多大な被害を及ぼすものと

想定されており、避難路やリダンダンシー*1としての道路ネットワーク機能の強化を目的に橋

りょうの耐震機能強化を行い、「防災・減災・安全」を目指した災害に強いまちづくりを推進し

ていく必要がある。このため、跨線橋や避難路に架かる市道橋などの甚大な第三者被害を及ぼす

ことが想定される橋りょう（13橋）について、優先的に2012（平成24）年度から2028（令和10）

年度にかけて耐震補強を実施している。

３　選奨土木遺産・大宮橋

主要地方道西条久万線を石鎚登山ロープウェイから約500m奥に入ったところに架かる大宮橋

が、2005（平成17）年度に選奨土木遺産に認定された。

大宮橋は、1927（昭和２）年に完成した鉄筋コンクリート造開腹式上路アーチ橋で、本市の西

之川地区と東之川地区とを結んでいる。橋長42.9m、幅員４mとアーチ橋としては県内最大規模

で、歴史的価値と大アーチ・小アーチ・支柱が連なった優れたデザイン性が評価された。

定期点検で損傷が確認されたことから、2019（令和元）年度から２か年かけて修繕を実施して

おり、その際、新技術（ＩＰＨ工法）を採用して建設当時の姿に復元したことが評価され「全建

賞」（全日本建設技術協会主催）を受賞した。

第９編　都市基盤 第２章　道路・橋りょう
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　予め交通ネットワークやライフライン施設を多重化したり、予備の手段が用意されている様な性質
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交通量の増加や高齢化の進行に伴い交通事故発生の危険性が増す中、道路の安全性を確保する

ため防護柵やカーブミラー、視線誘導標、転落防止柵など、交通安全施設の整備や改良を継続し

て行っている。

また、視認性を強めるための整備にも力を入れている。交差点や歩行帯への着色や、交差点へ

の自発光道路鋲（リニアポインタ）の設置、通学路など特に安全に配慮すべき箇所への優先的、

集中的な整備を行い、交通安全施設による交通事故発生抑止に努めている（10編４章２節参

照）。

第９編　都市基盤 第２章　道路・橋りょう
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東予港は瀬戸内海のほぼ中央に位置し、古くから工業港として整備が進められてきた。1964

（昭和39）年１月に新産業都市建設促進法に基づく新産業都市の区域に愛媛県東予地区が指定さ

れ、同年４月には、西条港を東予港（西条地区）、壬生川港を東予港（壬生川地区）（中央地

区）として、重要港湾の指定を受けた。その後、新居浜港西港地区から東予港に至る臨海部への

企業進出が決定していく中、新居浜市内の中小企業の拡張用地として中小企業団地の造成が要望

された。こうした情勢に対応するため、1969（昭和44）年に新居浜港（西港地区）を東予港（東

港地区）とし、一体的に整備を進めることとなった。現在は本市に所在する西条地区、中央地

区、壬生川地区、河原津地区と新居浜市に所在する東港地区の５地区で構成されている。

臨海部には鉱産品、金属機械、造船業、電気機械製造業、鉄鋼業などの企業が立地し、四国随

一の工業出荷高を誇る。また、愛媛県と阪神地域を結ぶフェリーが就航し、広域的な産業活動及

び地域の物流を支える港湾として重要な役割を果たしている。

新市発足後、愛媛県では1987（昭和62）年以来改訂されていなかった港湾計画を2005（平成

17）年３月に改訂した。その後、各地区の整備に必要な変更を繰り返しながら、計画を進めてい

る。

東予港湾の計画図等は図表９-３-１及び図表９-３-２のとおりである。

図表９-３-１　港湾計画（現行）

第３章　港湾

第１節　東予港
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図表９-３-２　東予港港湾計画図

１　東予港複合一貫輸送ターミナル整備事業

本事業は、フェリー貨物の需要増大及び船舶の大型化に対応するとともに、大規模地震発生時

の緊急物資輸送拠点とすることを目的に2014（平成26）年度から2025（令和７）年度にかけて国

営事業により実施されている。その中で、2018（平成30）年７月に耐震強化岸壁が暫定供用さ

れ、国土交通省、愛媛県及び本市が主催となり東予港中央地区耐震強化岸壁供用式典を開催した。

２　東予港（西条地区）廃棄物処理用地

本用地は、航路及び泊地の整備工事により発生する浚渫土砂等の処理用地を海上部で確保する

ことを目的に県営事業により建設しているものである。1994（平成６）年度に事業着手し、2020

（令和２）年４月に第１工区5.7haが竣工、2024（令和６）年10月に第２工区14.0haの竣工が認

可された。
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３　西条地区小型船だまり

本事業は、東予港西条地区における小型船だまり（水深2.5m）の整備で、愛媛県及び本市によ

り実施している。河口付近に散在する漁船等を移転集約することにより、港内の安全を確保する

とともに、漁業者の利便性向上による漁業振興を図ることを目的としている。1994（平成６）年

度に事業採択され事業に着手した。2022（令和４）年度に港湾計画の軽易な変更等を経て、引き

続き、完成に向けて取り組んでいる。 

４　壬生川地区小型船だまり

本事業は、東予港壬生川地区における小型船だまり（水深2.5m）の整備で、愛媛県及び本市に

より実施した。壬生川港内での航行の安全性の確保と漁業基盤の充実を図るため、1995（平成

７）年度に事業採択され、1998（平成10）年度に現地工事を実施し、2017（平成29）年度に完了

した。

東予港には、立地企業が管理・運営している専用岸壁のほか、耐震強化岸壁が整備されている

中央岸壁をはじめとする公共岸壁があり、人や車両の輸送や貨物の移出入に利用されている。

公共岸壁の入港可能船舶は図表９-３-３、移出入貨物の推移は図表９-３-４のとおりである。
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図表９-３-３　公共岸壁の入港可能船舶

図表９-３-４　公共岸壁の移出入貨物の推移

また、本市内にある主な港湾施設は、図表９-３-５のとおりである。その中で西条市港湾施設

設置及び管理条例に基づき本市が所有する施設は、西条市西ひうち野積場及び西条市壬生川野積

場の２か所である。

このほか、西条市１号上屋については、公共岸壁等で荷下ろしされた貨物を一時保管したり、

荷捌きしたりする施設として1971（昭和46）年に建築され、港湾施設として使用していた。しか

し、旧耐震基準で建築されていることや、西条市公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画

（第一期計画）において、「用途廃止を検討する」と位置付けられたことから西条市港湾施設設

置及び管理条例の改正、西条市特別会計条例及び西条市港湾上屋事業整備基金条例の廃止を行

い、2024（令和６）年３月に用途廃止を行うとともに一般競争入札により民間企業へ売却を実施

した。
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図表９-３-５　西条市内にある主な港湾施設
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市内における公共交通機関としては、７駅を擁する四国旅客鉄道㈱の鉄道（ＪＲ予讃線）、瀬

戸内運輸㈱、せとうち周桑バス㈱及び伊予鉄バス㈱の路線バス、阪神バス㈱や東急バス㈱と共同

運営する瀬戸内運輸㈱の高速バス、東予港と関西を結ぶ四国開発フェリー㈱のオレンジフェリー

があり、さらに、2016（平成28）年度以降、西条市地域公共交通活性化協議会によるデマンド型

乗合タクシー（よりそいタクシー）の運営も開始した。

公共交通の幹線は、2009（平成21）年３月に策定した西条市都市計画マスタープランで目指す

こととした「拠点連結型都市構造」を支える基盤であり、また、2017（平成29）年２月策定の西

条市立地適正化計画においても、「交通の要衝としてのポテンシャルを活用し、周辺都市との

人・もの・情報等の交流を促進するため、広域交通ネットワーク網の強化を図る」こととして

いる。

このように、公共交通機関及び交通網は大量・高速輸送手段として、また、交通弱者である高

齢者や子どもたちの移動手段として重要なものであることから、本市は路線網の充実促進とあわ

せて利用の促進を進めてきた。

本市の公共交通ネットワーク体系は、図表９-４-１のとおりである。
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図表９-４-１　西条市公共交通ネットワーク体系（令和７年10月１日時点の予定図）
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１　西条市地域公共交通網形成計画

国において、地方自治体や関係者の合意の下に、持続可能な地域公共交通ネットワークの再構

築を図ることを目的に2014（平成26）年11月に地域公共交通活性化再生法が改正、施行された。

一方、本市においては、2014（平成26）年２月24日に西条市地域公共交通活性化協議会を設置

した。同協議会は、同法に基づく法定協議会で、バス事業者並びに国、県、市、地元団体等を委

員として構成しており、公共交通の利用者である市民はもちろんのこと、各地域、産業・医療・

福祉等各分野の地元団体等様々な主体のニーズを把握したうえで、将来の西条市を見据えた地域

公共交通の基本計画を策定し、地域公共交通の維持・確保に向けた具体的な取組を進めていくも

のである。

本市では、同協議会の提言などを参考に、少子高齢化の進展や自家用車の普及、道路網の充実

などの社会環境の変化による公共交通利用者の減少に対応するため、2015（平成27）年３月に本

市の公共交通に関するマスタープランである「西条市地域公共交通網形成計画」（計画期間：平

成27～令和元年度）を策定した。

本計画は、西条市総合計画や西条市都市計画マスタープランにおける将来都市構造図など、上

位・関連計画による理念や目標、方向性を踏まえた上で、本市を取り巻く社会・経済環境の変化

と現況、市民アンケートや山間部地域別ワークショップ、産業・観光・福祉分野へのヒアリング

調査等から抽出した公共交通の課題と今後の方向性を整理し、まちづくりとの連携により持続可

能で地域の活性化に寄与する公共交通網を形成するための取組を明確化したものである。「市民

生活とまちづくりに寄り添い、次世代を牽引する地域公共交通ネットワークの形成」を基本方針

として、それに基づく方向性や行動目標を示し、本計画により次のような取組を行っている。

その後、上記計画期間の終了に伴い、地域環境・社会環境の変化に対応した、持続可能な本市

の公共交通体系の構築を図ることを目的として、2020（令和２）年３月に西条市地域公共交通網

形成計画（計画期間：令和２〜６年度）を策定した。

同計画では、目指す将来像は、「誰もが安全で快適に移動できる地域社会」で、次の３点の基

本方針を掲げ、それに基づく目標を設定し、目標達成のための具体的な事業を位置付けた。

①　住みやすさを実感できる移動サービスの充実

②　新たな需要の掘り起こしによる公共交通の利用促進

③　持続可能な交通施策・運行体系の確立
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２　西条市地域公共交通計画

全国的に人口減少の進行、公的負担の増加などにより地域の公共交通の維持・確保が厳しく

なっている現状を踏まえ、持続可能な輸送サービスの確保に資する取組を推進するため、改正地

域公共交通活性化再生法が2020（令和２）年11月に施行された。これにより、原則として全ての

地方公共団体において地域公共交通のマスタープランとなる「地域公共交通計画」を策定するこ

とが必要となった。

こうした経緯を踏まえ、本市では利用者視点に立った総合的かつ効率的な地域公共交通体系の

構築に向け、2019（令和元）年度に策定した西条市地域公共交通網形成計画を見直し、2023（令

和５）年３月に西条市地域公共交通計画を策定した。また、これに伴い、補助事業の確実な実施

のため、2024（令和６）年度までの計画期間を2025（令和７）年９月までに半年間延長した。計

画の目標設定は、2021（令和３）年度の市内の交通に関する各種実績を基準とし、2025（令和

７）年度の目標値を設定し、2022（令和４）年10月から運行を開始した西条地域よりそいタク

シーの概要を掲載した。

同計画に基づく主な取組は、次のとおりである。

同計画が2025（令和７）年９月末で満了を迎えるに当たり、2024（令和６）年度に2025（令

和７）年10月から2030（令和12）年３月末までを計画期間とする次期計画の策定に取り組んで

いる。

令和６年10月１日現在における一般乗合バス路線とよりそいタクシー運行区域は図表９-４-２

のとおりである。
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・西部地域交通体系再編の検討
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図表９-４-２　一般乗合バス路線とよりそいタクシー運行区域（令和６年10月１日現在）

１　乗合バス

本市を運行する一般乗合バスは、広域路線バスとして、新居浜市から松山市を結ぶ特急バス、

東京方面及び大阪方面と結ぶ高速バスがあるほか、地方バス路線として、合併時には瀬戸内運輸

㈱が運行する８路線と、せとうち周桑バス㈱が運行する６路線の計14路線があった。

地方バス路線については、乗車人数が減少し続けており、地方バス路線運行対策として地域住

民の交通手段を確保し、生活路線を維持していくことを目的に、市内を運行する２事業者に対し

て乗合バス事業者の運行による赤字額への一部助成を行っている。
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２　バス路線の見直し

近年の人口減少、少子高齢化の進展や自家用車の普及、道路網の充実等の社会環境の変化によ

る長期的な利用者の減少により、市内の西部地域で運行するバス路線については、2020（令和

２）年度に利用者数、収支率などを指標とし、路線の減便、路線廃止等の再編方針を定める「バ

ス路線見直しフロー」により、５路線中４路線は廃止等を含む再編を行うこととした。

2023（令和５）年３月に設置した西条市地域公共交通活性化協議会内の西部地域交通体系再編

検討分科会において、デマンド型乗合タクシーの東予・小松地域への導入及び丹原地域の再編と

合わせて検討し、作成した西条市西部地域交通体系再編案について、同年11月に西条市地域公共

交通活性化協議会の承認を得て、バス事業者と協議のうえ、路線の見直しを図っている。

これまでの路線廃止状況及び今後の路線見直しの予定は次のとおりである。

(1) フロー図による廃止等見直し路線

・保井野線…2023（令和５）年９月廃止

・三芳線…2024（令和６）年10月再編

・壬生川線…2025（令和７）年10月運行内容の見直し予定

・湯谷口線…2025（令和７）年９月廃止予定

・関屋線…2026（令和８）年３月廃止予定

【参考】バス事業者による廃止路線

・朝倉線…2007（平成19）年３月廃止

・楠窪線…2016（平成28）年４月廃止

・加茂線…2020（令和２）年９月廃止

・禎瑞線…2022（令和４）年９月廃止

・今治小松線…2023（令和５）年９月廃止

１　一般タクシー

本市のタクシー事業者は2024（令和６）年度時点で７社あり、西条地域、東予地域、丹原地

域、小松地域のそれぞれに位置しており、本市の平野部をほぼ網羅するよう配置されている。

全国的にドライバーの高齢化と新型コロナウイルスの流行による需要減少により離職が進んだ

ことでドライバー不足となっており、本市においてもドライバー数は減少している。

市内タクシー事業者と所有車両台数は図表９-４-３のとおりである。
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図表９-４-３　西条市内タクシー事業者　所有車両台数

２　デマンド型乗合タクシー（愛称・よりそいタクシー）

よりそいタクシーは事前に登録・申請を行い、決められた日時・場所で利用できる乗合タク

シーサービスで、バス路線の廃止等による交通空白地域や一定の地域内での移動手段となる。

公共交通空白地域の解消及び交通弱者の移動利便性向上が目的で、利用登録をすれば、予約に

応じて自宅や乗降ポイントまで迎えに行き、運行エリア内では、交通結節点、医療・福祉施設、

金融機関、商業施設、公共施設などで乗降ができる。

本市における導入は、加茂地区は、2016（平成28）年４月から藤之石、千町及び荒川地区を対

象に実証運行を開始し、2020（令和２）年９月末の瀬戸内運輸㈱の加茂線の廃止を受け、同年８

月から対象区域を加茂地区全域に拡大（川来須地区を追加）した。

丹原地域の楠窪地区は、瀬戸内運輸㈱の楠窪湯谷口線の短縮に伴い、2016（平成28）年４月か

ら実証運行を開始した。2019（平成31）年２月には丹原地域全域での実証運行を開始し、バス路

線の廃止に伴う代替交通として、2022（令和４）年２月から本格運行した。

西条地域は、2022（令和４）年９月末の瀬戸内運輸㈱の禎瑞線の廃止に伴い実証運行を開始

し、2023（令和５）年10月に本格運行した。

東予地域及び黒谷地区は、2024（令和６）年10月のせとうち周桑バス㈱の三芳線の再編に伴

い、実証運行を開始した。今後、2025（令和７）年９月の湯谷口線の廃止、2025（令和７）年10

月の西部循環線の運行開始、壬生川線の運行見直し等を見込み、丹原地域の再編と小松地域への

導入を予定している。

よりそいタクシーの運行状況は図表９-４-４、運行エリアは図表９-４-５のとおりである。
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図表９-４-４　よりそいタクシーの運行状況（R7.3.31現在）

図表９-４-５　よりそいタクシー運行エリア 

３　山間部交通不便地域移動助成事業

山間部の交通不便地域に居住する高齢者世帯に対するタクシー助成として、山間部と市街地間

の移動手段確保を図ることを目的に、2017（平成29）年４月、本事業を開始した。

対象は、振興山村の指定地域のうち大保木村、千足山村において、75歳以上の在宅高齢者が同
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居する世帯のうち、路線バスのバス停から半径400ⅿ外、若しくはバス路線から左右400ⅿ外に居

住する等の要件を満たすものとしている。

本市はＪＲ予讃線の７駅（伊予西条駅、石鎚山駅、伊予氷見駅、伊予小松駅、玉之江駅、壬生

川駅、伊予三芳駅）を擁している。市民や観光客などの来訪者にとって重要な公共交通手段であ

ることから、ＪＲ四国と連携しながら、伊予西条駅と壬生川駅でのパーク・アンド・ライド（車

ｄｅトレイン）の実施、伊予氷見駅の公衆トイレ整備、伊予三芳駅の駅舎改築、自転車を車両に

積み込むことのできる「サイクルトレインしまなみ号」の運行など、ハード面・ソフト面での

サービス水準と利便性の向上に努めてきた。その甲斐もあり、本市のＪＲ主要駅である伊予西条

駅及び壬生川駅の乗客者数は近年ともに横ばい又は微増傾向で、新型コロナウイルスの拡大によ

り2020（令和２）年度に大幅な減少となったが、2021（令和３）年度以降は回復傾向にある。

近年の本市の予讃線主要駅の乗車人数の推移は表９-４-６のとおりである。

図表９-４-６　予讃線主要駅の乗車人数の推移

１　四国新幹線の誘致

1973（昭和48）年に運輸省（現・国土交通省）が基本計画に位置付けたまま、新幹線の空白地

帯となっていた四国だが、2010年代になって地元自治体などが新幹線誘致に本腰を入れ始め、

2014（平成26）年に「四国の鉄道高速化検討準備会」が設立された。

2016（平成28）年に国土交通省が公表した四国圏広域地方計画では、鉄道の抜本的な高速化が

長期的な検討課題とされ、2017（平成29）年７月には「四国フリーゲージトレイン期成同盟会」

を改め、オール四国で新幹線誘致を推進する新組織「四国新幹線整備促進期成会」が発足した。

本市では、特に「新幹線の父」として知られる国鉄第４代総裁の十河信二氏が、合併前の第２

代西条市長を務めたこともあり、新幹線に対する思い入れは強く、2015（平成27）年２月３日

に、実現に向けた機運の醸成を図るシンポジウム「四国の新幹線実現を目指して」を開催し、四

第９編　都市基盤 第４章　公共交通

第５節　鉄道

— ５７４ —



国４県から約800人が集まった。また、2017（平成29）年11月23日にも、鉄道歴史パークｉｎＳ

ＡＩＪＯの開館10周年を記念して、「四国新幹線の早期実現に向けて～十河信二先生ゆかりのま

ちから～」をテーマとしたシンポジウムを開催している（十河信二氏に関しては、11編５章７節

を参照）。

２　フリーゲージトレインの誘致

フリーゲージトレインは、新幹線（標準軌）が在来線（狭軌）に直通運転することができるよ

う、車両の車輪幅を軌間（ゲージ）にあわせて自動的に変換する電車のことである。

四国新幹線実現の目途が立っていなかったことから、打開策として2000年代に入り、かつて開

発され試験走行が行われていたフリーゲージトレイン（軌間可変電車）に目が向けられ、この誘

致に愛媛県や四国を挙げて動き出し、2004（平成16）年には愛媛県フリーゲージトレイン導入期

成同盟会が発足した。

本市では、当時の伊藤市長が副会長（平成22年からは会長）に就任して、積極的に誘致活動を

展開するとともに、2007（平成19）年に鉄道歴史パークｉｎＳＡＩＪＯをオープンさせ、四国鉄

道文化館や十河信二記念館を設置するなどして、新幹線やそれに代わるフリーゲージトレイン導

入に向けた情報発信を行った。

その後、フリーゲージトレインについては実用化の目途が立たないことから、2013（平成25）

年５月に愛媛県鉄道高速化促進期成同盟会が発足し、現在は四国新幹線導入に向けた誘致活動に

移っているが、2014（平成26）年にオープンした四国鉄道文化館南館にはフリーゲージトレイン

２次試験車両を展示し、当時の取組を想起させるとともに、引き続き四国の鉄道高速化に向けた

機運醸成を図っている。

本市のフェリーとしては四国開発フェリー㈱が運営する四国オレンジフェリーがある。本四架

橋や高速道路の延伸などにより四国内の長距離フェリーの利用者は減少し、2011（平成23）年に

関西汽船が松山寄港を取りやめて以降は、東予港（西条市、新居浜市）から大阪南港を結ぶ同

フェリーが愛媛県と阪神地域を結ぶ唯一のフェリーとなっている。

便数については、2012（平成24）年に２便から１便に減便されたが、2018（平成30）年に貨物

需要の増大等に対応するため大型新造船が就航しており、本市では、この動きに対応するため、

東予港の維持強化や海上ルートと道路ネットワークの連携を目指し、国県と共に耐震岸壁や一般

国道11号小松バイパスの整備を促進している（９編２章及び３章を参照）。
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合併時、本市の市営住宅は、総数で49団地、1,617戸であったが、旧耐震基準で建築された住

宅の耐震・防火対策や老朽化した建物の計画的な建替を進め、2024（令和６）年度末現在、48団

地、1,650戸を管理している。

整備に当たっては、2006（平成18）年度に西条市公営住宅ストック総合活用計画（計画期間：

平成19年度から平成28年度までの10年間）を策定し、利便性、地域的配分、ユニバーサルデザイ

ン化、子育て支援、居住水準の向上等に配慮しながら耐震基準に満たない住宅の更新整備、維

持、修繕を進めてきた。

2014（平成26）年３月には西条市公営住宅長寿命化計画（計画期間：平成26～令和５年度）を

策定し、施設の点検強化や早期修繕に努めながら計画的な施設の長寿命化を図った。

また、2006（平成18）年の消防法改正に伴い義務化された火災警報器の設置や2011（平成23）

年７月の地上デジタル放送移行に対応するため共同受信の設備等の各種改修を行っている。

１　基本方針

本市の市営住宅は耐用年数を既に超過している住宅が多く、建物や設備の老朽化も目立ってい

たことから予防保全的管理を実施し、適正管理や早期修繕による長寿命化を図ることが求められ

ていた。

こうした背景を踏まえ、良質な市営住宅のストック形成に向け、市営住宅の長寿命化によるラ

イフサイクル・コストの縮減、事業量の平準化を行い、計画的な建替えや改善を行っていくた

め、2014（平成26）年３月に「西条市公営住宅等長寿命化計画」を策定した。

本計画は、2019（平成31）年３月に1回目の更新を行い、その後、社会情勢の変化や事業の進

捗に乖離が生じるなどの状況を踏まえて、見直しを行っており、現在、2024（令和６）年度から

2033（令和15）年度末までの10年間を計画期間として事業を進めている。

市営住宅の一覧は図表９-５-１、市営住宅ストックと入居者の状況は図表９-５-２のとおりで

ある。
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図表９-５-１　西条市市営住宅等一覧
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資料：施設管理課（西条市公営住宅等長寿命化計画）

■市営住宅ストックの状況

※【　】内の数字は「総戸数」、図内の数値は管理区分ごとの

総戸数に対する耐用年数経過状況の割合

10年後に市営住宅の約6割が耐用年数を経過します。

凡例（％）

公営住宅【1,593】

改良住宅【74】

その他住宅【21】

統計【1,688】

58.1

耐用年限超過戸数
（令和15年度末時点）

耐用年限未過戸数
（令和15年度末時点）

100.0

100.0

60.5

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

41,9

39.5

※【　】内の数字は「総戸数」、図内の数値は

管理区分ごとの総戸数に対する構造の割合

全体の入居戸数割合は約65％となっています。

凡例（％）
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統計【1,688】
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100.0
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※【　】内の数字は「総戸数」、図内の数値は

管理区分ごとの総戸数に対する構造の割合

全体の入居戸数割合は約65％となっています。

凡例（％）

公営住宅【1,593】

改良住宅【74】

その他住宅【21】

統計【1,688】
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■入居者の状況

図表９-５-２　市営住宅ストックと入居者の状況（西条市公営住宅等長寿命化計画）

２　実施方針と対象住棟

本計画は管理している市営住宅の全住棟を対象として「公営住宅等長寿命化計画策定指針」

（平成28年８月 国土交通省住宅局改訂）を基に、選定フローによって事業手法の判定を行い改

善や建替え、用途廃止の各実施方針と対象住棟を定めている。

事業手法による判定結果は図表９-５-３のとおりである。

図表９-５-３　事業手法による判定結果　
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１　古川団地２区の整備

高齢社会に対応した本市の住宅政策の柱として2003（平成15）年度に着手し、2005（平成17）

年度に完成した。

２　宝来団地の整備

小松地域の市街地において、周辺の老朽化が進む小規模住宅の集約・統合も視野に入れて宝来

ブロック団地の建替整備を行い、2011（平成23）年３月に完成した。社会福祉の増進に貢献する

ことも整備の目的であり、障がい者向け住戸も２戸設けている。

３　泉町団地の整備

中心市街地の活性化を目的として、老朽化が進む泉町住宅と戻川住宅を集約し、当初は４棟

139戸の新泉町団地として１区～４区に分けて整備する予定であった。

2018（平成30）年度に見直した「西条市公営住宅等長寿命化計画」において、国の指針に基づ

き、１区及び２区の計84戸以上に管理戸数を増加させる必要が無いとの推計結果となったことか

ら、１区、２区は継続実施し、３区、４区は中止とした。

2020（令和２）年１月に１区が、2021（令和３）年１月に２区が完成した。障がい者向け住戸

は２戸ずつ設けている。
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４　用途廃止

老朽化や住宅の集約等により次の住宅を用途廃止（除却）している。

５　（仮称）新御手洗団地の整備（中止）

岡村団地、御手洗団地、御手洗教員団地を統合し、（仮称）新御手洗団地２棟の建替えを計画

していたが、2018（平成30）年度に見直した「西条市公営住宅等長寿命化計画」において、国の

指針に基づき確保すべき市営住宅数を推計し、今後10年間において、（仮称）新御手洗団地の整

備により管理戸数を増加させる必要がないとの推計結果となったことから、建替え保留となった。

さらに、2023（令和５）年度に見直した「西条市公営住宅等長寿命化計画」において、試算で

は将来的に市営住宅の管理戸数が「著しい困窮年収未満世帯数」を下回ってくることから、岡村

団地、御手洗団地、御手洗教員団地については将来的に用途廃止することとなった。

市営住宅使用料については、2004（平成16）年度は旧２市２町の算定方法を引き継ぐことと

し、2005（平成17）年度から、旧２市２町の合併前の料金を勘案しつつ算定方法を統一し、料金

を改定した。改定の結果、大幅に使用料が上昇する地域の市営住宅については、３年間の使用料

減免を行った。また、2009（平成21）年度には、政令の改正に伴い、再度算定方法の改定を

行った。

一方、小規模改良住宅使用料は合併前から定額となっており、合併後も引き継いでいる。
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都市計画法に基づく開発行為の許可については、合併時は申請の受付と許可権限者である県知

事への進達事務を行っていたが、2006（平成18）年度以降は県から権限移譲を受け、本市で許可

を行うこととなった。

これまで実施してきた開発許可の推移は図表９-６-１のとおりである。

図表９-６-１　開発許可件数の推移

建築基準法に基づく建築確認申請については、合併時は申請の受付と許可権限者である県知事

への進達事務を行っていたが、建築確認等に関する権限の一部を県から移譲を受け、本市は2006

（平成18）年度に小規模な建築物の建築確認等を行う「限定特定行政庁」に移行した。

その後、2009（平成21）年度には「特定行政庁」に移行し、全ての建築物の建築確認等を本市

で行うこととなった。

これまで実施してきた建築確認件数の推移は図表９-６-２のとおりである。
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図表９-６-２　建築確認件数の推移

１　西条市耐震改修促進計画

2006（平成18）年に国が「建築物の耐震改修の促進に関する法律」を改正し、「建築物の耐震

診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」を策定したことを受け、2007（平成19）年

３月に県が「愛媛県耐震改修促進計画」を策定した。

本市においても、住宅や建築物の耐震化促進のため、「西条市耐震改修促進計画」を2008（平

成20）年３月に策定している。

同計画は2025（令和７）年までに７度の改正を行っており、2019（令和元）年の改正では、ブ

ロック塀等の安全対策事業の対象となる通学路や避難経路についての規定を追加した。

同計画に基づき、想定される南海トラフ地震等に対し、民間住宅の耐震診断と耐震改修を支援

する補助事業を開始し、民間住宅の地震に対する安全性の向上に関する施策を実施している。

２　木造住宅耐震診断・改修事業

本市では、2005（平成17）年８月から住宅所有者が行う木造住宅における耐震診断費用を助成

する木造住宅耐震診断（補助方式）事業を開始し、旧耐震基準で建築された既存木造住宅等の耐

震改修を進めてきた。

2016（平成28）年度からは木造住宅耐震診断（技術者派遣）事業を開始し、2023（令和５）年

度からは、上記２事業を木造住宅耐震診断（技術者派遣）事業に一本化した。

また、前述の西条市耐震改修促進計画で目標として定めた耐震改修の実効性を高めるため、
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2011（平成23）年８月から木造住宅耐震改修事業を開始し、耐震改修経費への助成を行い市民の

経済的負担を軽減している。

これまで取り組んできた木造住宅耐震診断事業及び木造住宅耐震改修事業の推移は図表９-６-

３のとおりである。

図表９-６-３　耐震関係助成事業の推移

１　西条市空家等対策計画

国は、老朽化による倒壊の危険、治安や景観の悪化など、周辺環境への多大な悪影響をもたら

す放置空家が増加していることから、2014（平成26）年11月に空家等対策の推進に関する特別措

置法を定めた。

これを受けて本市では、2016（平成28）年４月に空家等対策審議会を設置するとともに、西条

市空家等対策計画を策定し、除却等の適切な維持管理を指導するとともに、空家の除却に要する
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経費への補助を行うなど、所有者等による適切な管理の促進を進めるほか、空き家バンク制度等

により空家ストックの有効活用を促進するなど、総合的な空家等への対策を進めている。

また、策定から約５年が経過した2022（令和４）年４月には、上位計画である「第２期西条市

総合計画後期基本計画（第２期西条市まち・ひと・しごと創生総合戦略）」を反映させてＳＤＧ

ｓに関する内容を盛り込み、最新の統計調査の結果を追加するなどの見直しを行った。

空家数等の推移は図表９-６-４のとおりである。

図表９-６-４　本市における空家数等の推移

２　老朽危険空家除却事業

2016（平成28）年度から、老朽化して倒壊などのおそれのある危険な空家の除却を促進し、地

域の住環境の向上を図るため、除却に係る費用の一部を補助する「老朽危険空家除却事業」を開

始した。

老朽危険空家除却事業の実績は図表９-６-５のとおりである。

図表９-６-５　老朽危険空家除却事業の実績数

１　ブロック塀等安全対策事業

2018（平成30）年６月の大阪北部地震におけるブロック塀倒壊に伴う死亡事故を受け、本市で

は小中学校をはじめとする公共施設の安全対策を進めるとともに、2019（令和元）年度からは、

通学路や緊急避難路に面するブロック塀等の安全対策費用の一部を補助するブロック塀等安全対

策事業を開始した。

同事業の補助額、実施戸数等の推移は図表９-６-６のとおりである。
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図表９-６-６　ブロック塀等安全対策事業の推移

２　盛土・宅地防災の取組

過去の大地震時に盛土造成地の宅地被害が多くあったことから、将来、発生が予測されている

南海トラフ巨大地震から市民の生命や財産を守るため、宅地耐震化推進事業を活用して、「大規

模盛土造成地」の存在を確認するための基礎調査を行い、「大規模盛土造成地マップ」を2020

（令和２）年３月６日に作成・公表した。今後は、大規模盛土造成地の安全性を確認するべく、

より詳細な調査を予定している。
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国土調査（地籍調査）は、主に市町村が主体となって一筆ごとの土地について、所有者・地

番・地目の調査及び境界や地積に関する測量を行うものである。調査によって作成された地籍簿

及び地籍図は、事前の防災対策や災害発生時の迅速な復旧対応、適正な森林管理、円滑な土地取

引のほか、適正かつ公平な課税事務にも活用されており、土地に関する行政活動や経済活動の重

要な基礎データになっている。

合併前の旧２市２町では、旧小松町が1978（昭和53）年度に、旧東予市が1988（昭和63）年度

に、旧丹原町が2002（平成14）年度にそれぞれ地籍調査事業を完了しているが、旧西条市では

1963（昭和38）年度から1972（昭和47）年度までの10年間に市域平坦部37.90㎢での調査を実施

した後、事業が休止状態となっていた。このため、合併後の2005（平成17）年度から未実施の山

間部など135.47㎢について、調査を再開している。

再開後は、平坦部に近接した山裾の区域を新居浜市との境界部から旧小松町境へと実施し、順

次、奥山の集落へと調査範囲を拡大している。山間部では高齢化の進行などにより土地境界を熟

知している土地所有者が減少傾向にある。さらに、境界確認のための現地立会の困難度合いが増

すなど、今後事業進捗に対する障害は増幅するものと危惧される。そのため、集落での調査終了

後は航測法を取り入れ早期完了を図る予定である。

地籍調査の実施状況は図表９-７-１のとおりである。

図表９-７-１　国土調査の実施面積

①　合併前

②　合併後（事業再開後）
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１　急傾斜地崩壊対策

急傾斜地崩壊危険区域とは、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき、崩壊の

危険性があり、それにより一定規模以上の人家や施設に危害が生じるおそれがある地域で、一定

の行為を制限すると判断された区域を指す。これらの区域は都道府県知事が指定する。本市で

は、2024（令和６）年３月現在で、急傾斜地の崩壊による土砂災害警戒区域に192か所が、土砂

災害特別警戒区域に191か所が指定されている。

急傾斜地の崩壊やがけ崩れなどから生命や財産を守るため、県と本市では防災対策工事に対す

る次の補助制度を実施している。

①　急傾斜地崩壊対策（実施主体：愛媛県）

②　がけ崩れ防災対策事業（実施主体：西条市）

土砂災害防止法では、土砂災害警戒区域内に位置する要配慮者利用施設の名称及び所在地を地

域防災計画に記載することとなっている。当該施設の所有者又は管理者は、急傾斜地の崩壊が発
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生した時に利用者を円滑かつ迅速に避難させるために必要な訓練その他の措置に関する計画の作

成及び訓練の実施について、市長への報告が義務付けられている。本市では保育園や病院、障が

い者施設など６か所が記載されている。

２　普通河川の管理・改修

道路法、河川法等の適用がない、里道、水路、普通河川等に使用されている土地を「法定外公

共物」という。これまで国が所有し、県が管理していたが、2000（平成12）年４月に施行された

地方分権一括法により、法定外公共物のうち機能を有しているものについては、市町村へ無償譲

渡できることとなり、2001（平成13）年度から2004（平成16）年度にかけて本市へ譲与された。

本市では法定外公共物として管理する普通河川のうち、大雨などによる氾濫被害や土砂流出の

危険性が高い24河川を「市管理重要河川」と位置付けている。緊急度や用地確保を考慮した河川

整備年次計画に基づき、護岸等の改修を行うことで、河道断面の確保や流下能力の向上を図り、

流域の安全・安心の確保に努めている。

また、過去に被災し、復旧した市管理河川について、再度被災する可能性の高い箇所を対象に

床止工（帯工）を設置することにより、再度災害の防止を図っている。

改修事業の状況は図表９-７-２、市管理河川の位置図は図表９-７-３のとおりである。

図表９-７-２　市管理の改修状況
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